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（１） 計画策定の趣旨 

○ 地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域

生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や

体制等について、県・市町村の関係部局はもとより、保健・福祉等の関係機関

や専門職も含めて協議の上、住民と一体となって支え合うことができる目標を

設定し、計画的に整備していく行政計画です。 
 

○ 地域福祉計画は、２０００年（平成１２年）６月の社会福祉事業法等の改正

により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、都道府県地域福祉支援計

画及び市町村地域福祉計画からなり、それぞれ策定することとされています。 
 

○ 地域福祉計画は、これまで地域社会を取り巻く環境の変化や、法制度の改正

等を踏まえて見直しがなされ、都度改定されてきています。 

 

○ 本県においては、２００４年（平成１６年）３月に「第一次千葉県地域福祉

支援計画」を策定し、近年では、２０１５年（平成２７年）３月に「第三次千

葉県地域福祉支援計画」を策定、２０１９年（平成３１年）３月に計画の見直

しを行い、「第三次千葉県地域福祉支援計画（中間見直し版）」を策定しました。 

 

〇 今般、２０２０年（令和２年）６月の社会福祉法の一部の改正等を踏まえ、

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ等に的確に対応し、地域共生社会の

実現に向けた地域福祉の一層の推進を図るために、新たに「第四次千葉県地域

福祉支援計画」を策定することとしました。 
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（２） 計画の位置付け 

〇 「千葉県地域福祉支援計画」は、社会福祉法第１０８条に基づき、市町村地

域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町

村の地域福祉の支援に関する事項を一体的に定める計画です。併せて、千葉県

における地域福祉推進の基本方針であり、各分野において共通して取り組むべ

き事項を示すこととしています。 
 

〇 各分野の具体的施策については、個別の計画（高齢者保健福祉計画、障害者

計画、子ども・子育て支援プラン２０２０等）において推進されることを基本

とします。 
 

〇 この計画の推進に当たっては、福祉、医療、健康づくりの各計画と連携する

とともに、広く地域社会づくりに資するよう、県民活動や住まい、教育、こど

も・若者支援等の他分野の施策とも連携します。 
 

（３） 計画期間 

〇 計画期間は、２０２３年度（令和５年度）から２０２６年度（令和８年度）

までの４年間とします。 
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〇 少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、老老介

護、８０５０問題、ヤングケアラー、ひきこもり等、個人・世帯が複数の生活

上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関

わっていくことが必要なものもあります。人々が様々な課題を抱えながらも住

み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていくことのできる地域共生社会

の実現が求められています。 

 

〇 地域の様々な動きに目を向けると、人と人とのつながりや参加の機会を生み

育む多様な活動を通して、これまでの共同体とは異なる新たな縁が生まれてい

ます。その中には、特定の課題の解決を念頭に始まる活動だけでなく、参加す

る人たちの興味や関心から始まる活動をきっかけに、関係性が豊かなコミュニ

ティが生まれている活動もあります。 

 

〇 自治会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボランティアなどの日常生

活圏、小・中学校単位の小域福祉圏、市町村の基本福祉圏、県全域の広域福祉

圏へと幾つもの福祉圏の輪を広げ、更に福祉サービスのネットワークづくり、

包括的な相談支援体制の整備を促進し、県・市町村は、住民等と一緒になって

地域福祉活動を推進してきています。  
〇 このように、社会の変化に伴って生じている課題と、支援体制の両方に目を

向けた上で、このたび社会福祉法の一部が改正され、「重層的支援体制整備事業」

（社会福祉法第１０６条の４）が創設されました。重層的支援体制整備事業は

この章で別に述べますが、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な支援体制を構築するため、市町村において、相談支援、参加支援、

地域づくりに向けた支援を一体的に実施するものです。 

 

〇 県は、この社会福祉法の改正を踏まえ、重層的支援体制整備事業を支援する

とともに、これまで推進してきた計画を検証、見直しを行い、必要な事項を加

えて改定し、「第四次千葉県地域福祉支援計画」を策定することとしました。 

なお、本計画はこれから４年間にわたる地域福祉の長期計画で、指針でもあ

ります。 

 
  

２ 計画の基本的な考え 
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（１） 計画の目的 

〇 本計画は、地域福祉が抱える様々な問題やニーズに対応し、困っている人た

ちへの支援、自立を図っていくものです。地域で発生し、又は発生する懸念が

ある福祉事象に対し、県、市町村、関係団体及び地域住民等が一体となって協

力しあって「誰一人取り残さない、孤立させない、つながる」地域社会の実現

を図っていくことを目的として策定します。 

 

〇 計画には、県独自に実施する施策と市町村を支援する施策を記載しています。

特に市町村支援に当たっては、事前に協議し、市町村の意向を尊重しながら、

協働して取り組んでいきます。 

 

（２） 計画の理念 

 

～「未来を照らし 共に生きる 共に創る 地域共生社会」を目指す～ 

 

地域福祉を推進するためには、ひと、地域、自然の全てが「共に生きている」

という原点・前提に立ち返り、お互いの違いを認め合う人権の尊重の視点や、少

子高齢化、人口減少、災害の激甚化、新たな感染症の脅威の中で、未来に向かっ

て共に生きる視点が必要です。地域共生社会は、地域住民が主体となり、市町村、

地域福祉の関係者、県、地域全体で共に創っていく社会であると考えています。 

そこで、本計画の理念を「『未来を照らし 共に生きる 共に創る 地域共生 

社会』を目指す」としました。 

 

○ 未来を照らし 

未来を照らすとは、千葉県総合計画の基本理念である「～千葉の未来を切り

開く～『まち』『海・緑』『ひと』がきらめく千葉の実現」を踏まえ、地域福祉

の視点や福祉施策の方向性をしっかりと見据え、その実現を図っていきます。 

 

○ 共に生きる 

地域共生社会は、住民一人ひとりがそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的

に取り組むことにより初めて実現できるものです。未来に向かって共に生きて

いくことが必要です。 

 

○ 共に創る 

「創る」とは、新しいものを創るという意味で、社会全体で共に創造力を  

働かせて、より良い地域社会の発展を目指します。 

 

 

 

 

【地域共生社会の理念】 
「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分

野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多
様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一
人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を目指すものです。 
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（３） ＳＤＧｓの理念に基づく「誰一人取り残さない」地域共生社会の実現 

〇 ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）とは、「Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）」の略称です。２０１５年（平成２７年）９月の国連

サミットで採択されたもので、国連に加盟している１９３か国が、２０１６年

（平成２８年）から２０３０年（令和１２年）の１５年間で達成するために  

掲げた目標です。 

 

〇 ＳＤＧｓは、国際交流が深まり経済活動が活発化し豊かになる一方で、所得

格差による貧困や飢餓、自然環境が破壊され、経済・社会の基盤となる地球の

持続可能性が危ぶまれたことに起因して、「誰一人取り残さない」という理念

のもとに、１７のゴールと１６９のターゲットを掲げ、各国で積極的に取り組

まれています。 

 

〇 我が国においても、２０１６年（平成２８年）５月に総理大臣を本部長と  

する「ＳＤＧｓ推進本部」が設置され、国内実施と国際協力の両面で率先して

取り組まれています。 

千葉県では、チーバくんの「ＳＤＧｓシンボルマーク」を作成し、県民、   

企業、大学、行政などによる連携・協働の取組を促進し、活動の普及・啓発に

取り組み、持続可能な社会実現を目指しています。 

 

〇 本計画においても、その実施に当たってはＳＤＧｓの取組と重なり合うこと

が多いことから、ＳＤＧｓ推進との協働を図りながら、地域福祉の推進に取り

組み、地域共生社会を創り、持続的発展を目指すことで、ＳＤＧｓの達成に  

貢献します。 
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（１） 重層的支援体制整備事業の実施 

〇 重層的支援体制整備事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに 

対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、属性を問わない

相談支援、多様な社会参加に向けた支援及び地域づくりに向けた支援の３つの

支援を一体的に実施するものです。 

＊ ２０２１年（令和３年）４月１日に「重層的支援体制整備事業」（社会福

祉法第１０６条の４）が創設されました。 

 

○ この事業は、「市町村において、全ての地域住民を対象とする包括的支援の

体制整備を行う事業」として位置づけられ、既存の支援機関等の機能や専門性

を活かし、相互にチームとして連携を強めながら、市町村全体の支援体制を 

つくることが目的です。 

 

〇 事業実施主体である市町村と、地域住民や地域の支援関係機関等が、自分た

ちの市町村にあってほしい支援体制や、そのための各機関の役割分担と協働の

あり方などについて、考え方や進め方などを共有しながら議論をし、実際の 

取組に移していくものです。 

 

 

３ 重層的支援体制整備事業の創設概要 
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（２） 重層的支援体制整備事業実施計画 

〇 市町村は重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため「重層的

支援体制整備事業実施計画」（重層事業実施計画）を策定するよう努めることと

され、社会福祉法上は努力義務とされていますが、地域住民等の支援ニーズに

包括的に対応するためには必須のプロセスでもあります。 

 

〇 県は広域的・専門的な見地から、積極的に重層事業の実施に対する助言や  

情報提供を行い、重層事業実施計画の策定等の支援に当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業 
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（３） 重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン及び取組事例 

 

  

 

〇 重層事業実施計画は、地域福祉計画に定める「包括的支援体制の整備に関す 

る事項」のうち、重層的支援体制整備事業（重層事業）の実施に関する具体的

な計画を定めるものであり、その内容は、各関連計画の内容とも整合している

必要があります。 

 

〇 また、重層事業は、社会福祉法第１０６条の３に規定されている市町村の包

括的な支援体制の整備を具体化するものとして位置付けられており、市町村 

地域福祉計画との関係にあっては、市町村地域福祉計画に内包する場合又は 

別に作成する場合のいずれにおいても、重層事業実施計画は事業の実施に必要

な事項に特化した内容とする必要があります。 

 

＜重層事業の実施主体＞ 

  実施主体は、市町村とする。 

＜重層的支援体制整備事業実施計画に盛り込むべき事項＞ 

① 重層事業を適切かつ効果的に実施するため、地域における高齢者の福祉、

障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本

方針 

   ・ 事業全体の実施目的、各分野の事業に共通する基本方針など。 

 

② 重層事業について、包括的相談支援事業（社会福祉法第１０６条の４第

２項第１号）、参加支援事業（同項第２号）、地域づくりに向けた支援事業

（同項第３号）、アウトリーチ※等を通じた継続的支援事業（同項第４号）、

多機関協働事業（同項第５号）のそれぞれの提供体制に関する事項（※） 

 

③ 重層事業の事業目標・評価指標 

・ 包括的相談支援事業における相談受付件数、参加支援事業の支援対象

者数、協力事業者数、地域づくり事業の拠点数、参加者数、参加機関数

など。 

 

④ 関係機関の一体的な連携に関する事項 

・ 関係機関の情報連携、重層的支援会議の実施方法など。 

 

（※）②の提供体制に係る記載内容の例 

各事業 記載内容・ポイント 

包括的相談支援

（第１０６条の

・ 相談支援機関（窓口）の設置箇所数 

・ 各相談支援機関（窓口）の主な対象分野、設置形

重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン  



 

第１章 計画策定の基本的な考え方 

10 

 

４第２項） 態（基本型、統合型、地域型）、運営形態（直営・

委託）、各機関の対象圏域等 

参加支援（同項

第２号）  

・ 地域における資源開発や利用調整等を行うコーデ

ィネート機能を担う体制等（担当機関、実施方法

等） 

・ 参加支援を行う際に活用可能な社会資源、想定さ

れる連携先 

地域づくりに向

けた支援（同項

第３号） 

 

・ 地域づくりのコーディネート機能やプラットフォ

ーム機能を担う体制等（担当機関、実施方法等） 

・ 地域づくり支援の拠点の設置箇所数、各拠点の主

な対象分野、設置形態、実施内容 

・ その他地域づくりのための事業内容 

アウトリーチ等

を通じた継続的

支援（同項第４

号）  

・ アウトリーチ等を通じた継続的支援を担う体制等

（担当機関等） 

多機関協働（同

項第５号） 

・ 多機関協働の調整機能を担当する機関の設置方法 

 

※ 以下省略（「重層的支援体制整備事業実施要綱」を参照願います。）。 

 

＜重層的支援体制整備事業交付金＞ 

 〇 国は、重層事業の実施に当たって、従来、介護・障害・こども・生活困窮 

の分野ごとの制度に基づき行われていた相談支援や地域づくりに係る補助に、

新たに相談支援や参加支援の機能強化を図る補助（多機関協働事業、アウト

リーチ等事業、参加支援事業）を加えて一体的に執行できるよう「重層的支

援体制整備事業交付金」（社会福祉法第１０６条の８）を交付することとして

います。 
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＜松戸市の取組事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業（重層事業）の取組事例 
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＜市原市の取組事例＞ 
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＜市原市の取組事例＞ 

 

 

 

 


